
湯の又林道災害調査測量設計業務
秋田県湯沢市秋ノ宮字役内山国有
林32林班
令和6年8月7日 ～ 令和6年9月20日
建設コンサルタント

分任支出負担
行為担当官
秋田森林管理
署湯沢支署長
小林貞成

秋田県湯沢
市田町二丁
目6-38

令和6年8月6日
株式会社都市整備
法人番号7410001001874

秋田県秋田市
川尻みよし町
11-1

会計法第29
条の3第4項
(緊急随意
契約)

令和６年７月８日から９日にかけて発生し
た豪雨の影響により管内の林道において、
被災を受け通行できない状況にあり緊急に
復旧を行う必要がある。来年度以降、間伐
等森林整備を予定されており緊急に現地調
査を実施し、災害復旧調査計画を作成する
ものである。

4,664,000 3,289,000 70.5% - - - - 0 - -

大丈倉沢林道災害調査測量設計業
務
山形県尾花沢市大字名木沢外2字
蒲ヶ沢外43国有林1036林班そ2小班
地内
令和6年8月8日 ～ 令和6年9月13日
建設コンサルタント

分任支出負担
行為担当官
山形森林管理
署
添谷稔

山形県寒河
江市元町一
丁目17-2

令和6年8月8日
株式会社森林テクニク
ス東北支店
法人番号9010001100244

秋田県秋田市
御所野堤台二
丁目2-38

会計法第29
条の3第4項
(緊急随意
契約)

令和6年7月8日の豪雨により、大丈倉沢林道
において路肩崩落が発生した。今後、当該
林道では林道の延伸計画及び伐採計画等が
あり、早急に復旧する必要があるため会計
法29条の3第4項（緊急随意契約）により随
意契約とした。

3,487,000 2,783,000 79.8% - - - - 0 - -

手代林道災害調査測量設計業務
秋田県由利本荘市鳥海町百宅字手
代沢国有林1060林班外
令和6年8月9日 ～ 令和6年9月30日
建設コンサルタント

分任支出負担
行為担当官
由利森林管理
署長
柏木健悦

秋田県由利
本荘市水林
439

令和6年8月9日
株式会社森林テクニク
ス東北支店
法人番号9010001100244

秋田県秋田市
御所野堤台二
丁目2-38

会計法第29
条の3第4項
(緊急随意
契約)

令和6年7月8日、9日の豪雨により手代林道
が被災し、来年度以降間伐等森林整備が予
定されていることから緊急に契約しなけれ
ばならないため

5,137,000 3,828,000 74.5% - - - - 0 - -

加無山林道ほか災害調査測量設計
業務
山形県最上郡真室川町大字大滝字
小足沢山国有林93林班外
令和6年8月20日 ～ 令和6年9月30
日
建設コンサルタント

分任支出負担
行為担当官
山形森林管理
署最上支署長
伊東弘至

山形県最上
郡真室川町
大字新町字
下荒川200-
11

令和6年8月19日
北光コンサル株式会社
法人番号7400001001438

岩手県盛岡市
南仙北二丁目
3-35

会計法第29
条の3第4項
(緊急随意
契約)

令和6年7月8日から9日にかけて発生した豪
雨の影響により管内の林道において、被災
を受け、通行できない状況にあり緊急に復
旧を行う必要がある。来年度以降、間伐等
森林整備を予定されており緊急に現地調査
を実施し災害復旧調査計画を作成する必要
があるため。

7,293,000 5,082,000 69.6% - - - - 0 - -

芦沢地区緊急応急工事
山形県新庄市大字角沢字沼ノ沢国
有林2087林班か小班外
令和6年8月22日 ～ 令和6年9月30
日
土木一式工事

分任支出負担
行為担当官
山形森林管理
署最上支署長
伊東弘至

山形県最上
郡真室川町
大字新町字
下荒川200-
11

令和6年8月21日
寿建設株式会社
法人番号1390001008556

山形県新庄市
十日町1267

会計法第29
条の3第4項
(緊急随意
契約)

令和6年7月25日から26日にかけて発生した
豪雨の影響により管内の芦沢地区民地の田
へ国有林の土砂が流入し、緊急に崩土の除
去及び土のう制作・据付を行う必要がある
ため。

8,456,800 8,360,000 98.8% - - - - － - -

矢込沢緊急応急工事
秋田県湯沢市上院内字矢込沢国有
林78 林班
令和6年8月24日 ～ 令和6年9月30
日
土木一式工事

分任支出負担
行為担当官
秋田森林管理
署湯沢支署長
小林貞成

秋田県湯沢
市田町二丁
目6-38

令和6年8月23日
株式会社山脇組
法人番号2410001005582

秋田県湯沢市
北荒町2-14

会計法第29
条の3第4項
(緊急随意
契約)

 湯沢市上院内字矢込沢国有林78林班地内に
おいて、７月25日からの豪雨に伴い崩落土
砂等が農地に流出した。崩落個所には土砂
が堆積しており、このまま放置すれば今後
の降雨等により被害が拡大するおそれがあ
ることから、緊急応急工事を実施するもの
である。

5,891,600 4,708,000 79.9% - - - - － - -

矢込沢災害復旧調査業務
秋田県湯沢市上院内字矢込沢国有
林78 林班
令和6年8月27日 ～ 令和7年1月10
日
建設コンサルタント

分任支出負担
行為担当官
秋田森林管理
署湯沢支署長
小林貞成

秋田県湯沢
市田町二丁
目6-38

令和6年8月26日
国土防災技術株式会社
秋田支店
法人番号9010401010035

秋田県八橋新
川向3-12

会計法第29
条の3第4項
(緊急随意
契約)

令和６年７月２４日から２５日にかけて発
生した豪雨により被災した箇所において緊
急に現地調査を実施し、現地の被災状況及
び保全対象の確認、それに対応した治山施
設配置計画の提案、提案した施設の設計書
等一式の作成を目的とする。

7,018,000 4,950,000 70.5% - - - - 0 - -

公共工事の名称、場所、期間及び
種別

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び住所

提案者の
数

公益法人の場合

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

別紙様式３

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

名称

落札率

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事

項）

備　　考
競争性のない随意契約によらざるを得ない
理由

予定価格

特別な競
争参加資

格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事

項）

契約金額

商号又は名称 住所

随意契約に
よることと
した会計法
令の根拠条
文（企画競
争等）

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）



公共工事の名称、場所、期間及び
種別

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び住所

提案者の
数

公益法人の場合

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

別紙様式３

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

名称

落札率

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事

項）

備　　考
競争性のない随意契約によらざるを得ない
理由

予定価格

特別な競
争参加資

格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事

項）

契約金額

商号又は名称 住所

随意契約に
よることと
した会計法
令の根拠条
文（企画競
争等）

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

北沢第一地区災害復旧調査業務
山形県尾花沢市大字牛房野字北沢
外1国有林1045林班
令和6年8月31日 ～ 令和7年1月27
日
建設コンサルタント

分任支出負担
行為担当官
山形森林管理
署
添谷稔

山形県寒河
江市元町一
丁目17-2

令和6年8月30日
北光コンサル株式会社
法人番号7400001001438

岩手県盛岡市
南仙北二丁目
3-35

会計法第29
条の3第4項
(緊急随意
契約)

令和6年7月25日からの豪雨により、国有林
で渓床荒廃が発生し下流域に土砂が流出し
た。緊急に調査を行い対応する必要がある
ため会計法29条の3第4項（緊急随意契約）
により随意契約とした。

4,400,000 3,366,000 76.5% - - - - 0 - -

北沢第二地区災害復旧調査業務
山形県尾花沢市大字牛房野字北沢
外1国有林1046林班外
令和6年8月31日 ～ 令和7年1月27
日
建設コンサルタント

分任支出負担
行為担当官
山形森林管理
署
添谷稔

山形県寒河
江市元町一
丁目17-2

令和6年8月30日
北光コンサル株式会社
法人番号7400001001438

岩手県盛岡市
南仙北二丁目
3-35

会計法第29
条の3第4項
(緊急随意
契約)

令和6年7月25日からの豪雨により、国有林
で渓床荒廃が発生し下流域に土砂が流出し
た。緊急に調査を行い対応する必要がある
ため会計法29条の3第4項（緊急随意契約）
により随意契約とした。

8,426,000 6,336,000 75.1% - - - - 0 - -

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は、「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は、「特例社団法人」をいう。


